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２
０
２
３
年
３
月
期
決
算
の
税
効
果
会
計
は
？

デ
ジ
タ
ル
課
税
第
２
の
柱
に
お
け
る

最
低
税
率
課
税
制
度
の
会
計
処
理
へ
の
影
響

白
土
　
晴
久

Ｐ
ｗ
Ｃ
税
理
士
法
人

公
認
会
計
士
・
税
理
士

【
こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
日
本
で
も
２
０
２
４
年
度
か
ら
導
入
が

公
表
さ
れ
た
第
２
の
柱
、最
低
税
率
課

税
制
度
に
よ
り
税
制
の
み
な
ら
ず
、そ

の
会
計
処
理
や
開
示
に
つ
い
て
も
議
論

が
進
ん
で
い
る
。

●
導
入
に
関
す
る
法
人
税
法
の
改
正
が

本
年
３
月
末
ま
で
に
成
立
し
た
場
合
、

２
０
２
３
年
３
月
期
に
お
い
て
、税
効

果
会
計
の
対
応
に
関
す
る
今
後
の
動
向

に
つ
い
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

２
０
２
２
年
12
月
23
日
に
閣
議
決
定
さ

れ
た
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
デ
ジ

タ
ル
課
税
第
２
の
柱
に
お
け
る
Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ

Ｅ
ル
ー
ル
の
導
入
が
公
表
さ
れ
、
具
体

的
に
は
、
所
得
合
算
ル
ー
ル（Incom

e 
Inclusion Rule

）の
２
０
２
４
年
４
月

１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
か
ら
の
適
用
が

ホット・イシューホット・イシュー

ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ
ル
ー
ル
の
導
入
に
関
係
す
る
会

計
基
準
で
あ
る
。
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
は
、
法
人

所
得
税
に
関
す
る
会
計
処
理
を
規
定
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
当
期
に
発
生

し
た
納
税
額
・
還
付
税
額
お
よ
び
一
時
差

異
に
伴
い
認
識
す
る
税
効
果
に
関
す
る
取

扱
い
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｇ
ｌ
ｏ

Ｂ
Ｅ
ル
ー
ル
の
導
入
に
伴
い
、
今
後
多
国

籍
企
業
グ
ル
ー
プ
が
納
税
す
る
ト
ッ
プ

ア
ッ
プ
税
額
に
つ
い
て
、
企
業
が
ど
の
よ

う
に
会
計
処
理
を
行
い
、
開
示
を
行
う
べ

き
か
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
の
修
正
が
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
で

現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
の
修
正
の
具
体
的
な
動

き
と
し
て
、
２
０
２
２
年
11
月
22
日
か

ら
24
日
に
実
施
さ
れ
た
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
会
合

を
踏
ま
え
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
の
修
正
の
検
討
を

進
め
る
こ
と
が
決
定
し
、
公
開
草
案
が

２
０
２
３
年
１
月
９
日
に
公
表
さ
れ
た

（＊）
。

主
な
内
容
と
し
て
は
、
第
２
の
柱
が
将
来

明
記
さ
れ
た
。
こ
の
所
得
合
算
ル
ー
ル
と

は
、
子
会
社
が
所
在
す
る
国
ご
と
の
実
効

税
率
を
算
定
し
、
実
効
税
率
が
15
％
に
満

た
な
い
場
合
、
15
％
ま
で
の
差
額
を
最
終

親
会
社
が
納
税
す
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
５
年
度
税
制
改
正
法
案
は
、
順
調

に
い
け
ば
２
０
２
３
年
３
月
末
ま
で
に
国

会
で
可
決
・
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
３
月
決
算
法
人

の
２
０
２
３
年
３
月
期
の
決
算
に
お
け
る

税
効
果
の
会
計
計
処
理
お
よ
び
開
示
に
何

ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
か
心
配
す
る
声
も

聞
こ
え
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
現
在
の
Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ
ル
ー

ル
に
係
る
会
計
処
理
に
関
し
て
、
国
際
会

計
基
準
審
議
会（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）と
企
業
会
計

基
準
委
員
会（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）で
の
議
論
に
つ

い
て
解
説
す
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号「
法
人
所
得

税
」の
修
正
の
検
討

Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ
ル
ー
ル
は
、
２
０
２
１

年
12
月
に
経
済
協
力
開
発
機
構（
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
）に
よ
り
モ
デ
ル
ル
ー
ル
が
公
表
さ
れ
、

２
０
２
２
年
３
月
に
そ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー

が
公
表
さ
れ
た
。
２
０
２
２
年
12
月
に
は

Ｅ
Ｕ
指
令
案
が
承
認
さ
れ
た
他
、
韓
国
で

は
第
２
の
柱
の
法
案
が
成
立
し
て
い
る
。

前
記
の
日
本
の
令
和
５
年
度
の
税
制
改
正

大
綱
の
内
容
も
こ
う
し
た
各
国
の
動
き
に

沿
う
も
の
で
あ
る
。
２
０
２
３
年
で
は
、

さ
ら
に
各
国
で
の
法
制
度
化
の
動
き
が
進

む
と
み
ら
れ
、
法
制
度
導
入
後
の
企
業
の

対
応
に
も
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
会
計

処
理
も
そ
の
１
つ
で
あ
る
。

国
際
財
務
報
告
基
準（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）に
お

い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号「
法
人
所
得
税
」が
Ｇ
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ホット・イシュー

の
当
期
税
金
費
用
に
与
え
る
影
響
を
考
慮

し
て
税
効
果
の
会
計
処
理
を
す
る
の
が
困

難
で
あ
る
た
め
、
当
面
の
間
、
例
外
的
に

税
効
果
会
計
の
ル
ー
ル
を
適
用
し
な
い
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
一
定
の
開
示
事
項
を

挙
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
図
表
の
と
お

り
で
あ
る
。

こ
の
公
開
草
案
で
は
、
ト
ッ
プ
ア
ッ
プ

税
額
の
当
期
税
金
費
用
の
計
上
は
行
う
も

の
の
、
税
効
果
会
計
に
つ
い
て
は
、
当
面

適
用
し
な
い
方
向
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
当
期
税
金
費
用
の
計
上
に
お
い
て
も
、

外
国
子
会
社
合
算
税
制
の
税
額
を
考
慮
の

う
え
、
子
会
社
が
所
在
す
る
国
ご
と
の
実

効
税
率
を
算
定
し
、
15
％
と
の
差
額
を
超

過
利
益
に
乗
じ
て
算
定
す
る
ト
ッ
プ
ア
ッ

プ
税
額
の
計
算
は
決
し
て
単
純
な
も
の
で

は
な
く
、
今
後
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
る

か
は
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ
ル
ー
ル
の
国
内
法
案
成
立
後
、

適
用
ま
で
の
間
の
開
示
事
項
に
つ
い
て
も

今
後
の
整
理
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な

お
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
の
修
正
は
２
０
２
３

年
４
月
〜
６
月
完
了
を
予
定
し
て
お
り
、

２
０
２
３
年
3
月
ま
で
に
は
修
正
が
完
了

し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（＊）　

https://w
w
w
.ifrs.org/content/dam

/ifrs/
project/international-tax-reform

-pillar-tw
o-

m
odel-rules/exposure-draft-and-com

m
ent-

letters/iasb-ed-2023-international-tax-reform
-

pillar-tw
o.pdf

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
の
検
討
状
況

一
方
、
日
本
の
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
は
、

２
０
２
２
年
11
月
29
日
の
企
業
会
計
基
準

諮
問
会
議
に
お
い
て
、
第
２
の
柱
に
つ
い

て
の
会
計
基
準
の
手
当
て
の
緊
急
性
が

確
認
さ
れ
、
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大

綱
公
表
後
の
２
０
２
２
年
12
月
26
日
の

第
４
９
３
回
企
業
会
計
基
準
委
員
会
で

は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
で
の
議
論
が
確
認
さ
れ
、

２
０
２
３
年
１
月
17
日
の
第
４
９
４
回
同

委
員
会
で
は
、
２
０
２
３
年
３
月
決
算
の

税
効
果
会
計
の
適
用
要
否
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
法
人
税
等
お
よ
び
税
効

果
会
計
に
関
す
る
会
計
上
の
取
扱
い
に
つ

い
て
、
日
本
基
準
に
お
け
る
①
企
業
会
計

基
準
27
号「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業

税
等
に
関
す
る
会
計
基
準
」、 

②
企
業
会
計

基
準
適
用
指
針
28
号「
税
効
果
会
計
に
係

る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」の
改
正
の
必

要
性
と
税
効
果
適
用
指
針
44
項
に
関
す
る

２
０
２
３
年
３
月
決
算
で
の
対
応
で
あ
る
。

最
後
の
点
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
Ｇ

ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ
ル
ー
ル
の
う
ち
所
得
合
算
ル
ー

ル
の
導
入
に
関
す
る
法
人
税
法
の
改
正
が

２
０
２
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
国
会
に
お
い

て
可
決
・
成
立
し
た
場
合
、
成
立
日
以
降

に
決
算
日
を
迎
え
る
２
０
２
３
年
３
月
期

に
お
い
て
、
改
正
後
の
税
法
に
基
づ
き
税
効

果
会
計
の
適
用
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
ル
ー
ル
の
適
用
は
２
０
２
４

年
４
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
と
さ
れ

て
い
る
が
、
成
立
日
以
降
に
決
算
日
を
迎

え
る
企
業
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
何
ら
か
の

会
計
基
準
上
の
対
応
を
す
る
こ
と
が
必
要

か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
０
２
３
年
３
月
期
と

今
後
の
対
応

こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
、
今
後

２
０
２
３
年
１
月
以
降
、
基
準
最
終
化
ま

で
の
議
論
の
動
向
を
確
認
し
、
２
０
２
３

年
３
月
期
の
決
算
で
適
切
な
対
応
を
取
れ

る
よ
う
企
業
の
決
算
・
税
務
担
当
者
は

準
備
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
２
０
２
３
年
度
以
降
Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ

ル
ー
ル
の
対
応
を
す
る
際
も
、
Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ

Ｅ
情
報
申
告
の
提
出
期
限
に
先
立
っ
て
、

２
０
２
３
年
度
の
四
半
期
決
算
・
本
決
算

が
到
来
す
る
た
め
、
ま
ず
は
Ｇ
ｌ
ｏ
Ｂ
Ｅ

ル
ー
ル
に
関
す
る
決
算
対
応
が
２
０
２
３

年
に
お
け
る
優
先
事
項
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

白土　晴久（しらと・はるひさ）
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パートナー
公認会計士･税理士
2003年、PwC税理士法人へ入所。2010年か
ら2013年にPwC オランダ アムステルダム事務
所に出向、現地に進出している日系企業に対す
るオランダ・日本税務アドバイス、欧州企業に
よる日本投資に対する各国税務アドバイスを提
供。以降、国際税務サービスグループのリーダー
として、クロスボーダーストラクチャリングな
どに関する税務アドバイスに従事。現在、デジ
タル経済課税対応チームリードパートナー。

（図表）　IAS12号の修正に関する主なポイント
項目 要旨

税効果の例
外的な取扱
い

第2の柱の適用により生じる税効果について
例外的に税効果会計のルールを適用しないこ
ととし、この税効果に関する例外規定を適用
している旨を開示すること（4A、88A）

当期税金費
用

当期の第2の柱に関する当期税金費用を開示
すること(88B)

第2の 柱 の
法 案 成 立
後、施行前
の期間の開
示事項

事業を行っている国・地域のうち第2の柱の
法案が成立している国・地域に関する情報
（88C(a)）
IAS12号に基づき計算する平均実効税率が
15％未満となる国・地域の情報（会計上の利
益および税金費用の総額、加重平均で算定さ
れた実効税率を含む）（88C(b)）
上記の平均実効税率が15％未満となるが、第
2の柱による納税が生じない可能性がある国・
地域、または、平均実効税率が15％未満と
ならないが、第2の柱による納税が生じる可
能性がある国・地域に関する情報（88C(c)）

適用時期 第2の柱に関するIAS12号の修正がされた場
合は、上記の4Aおよび88Aに関しては修正後
ただちに適用し、IAS8号「会計方針、会計上
の見積りの変更及び誤謬」に基づき遡及的に
適用する
一方、88Bおよび88Cは、2023年1月1日以
後開始の報告期間に適用する

コメント募
集期間の短
縮

2023年3月10日までの60日間のコメントの募集
期間を設定

スケジュー
ル

2023年第２四半期にはIAS12号の修正を完了
させる予定

（出所）　IFRS Accounting Standard Exposure Draft: 「International 
Tax Reform – Pillar Two Model Rules – Proposed 
amendments to IAS 12」


